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様式第１号(第４条関係) 

 No. 

令和６年度 

産業廃棄物及び事業系一般廃棄物処理委託契約書 

 排出事業者（以下「甲」という。）及び処理業者（以下「乙」という。）は、甲の事業所又は排出事業場から排出

される産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関し、恵庭市事業系廃棄物の受入等に関する要綱（令和

２年４月１日実施。以下「要綱」という。）に基づき、次のとおり委託契約を締結する。 

 令和     年     月     日 

  住所 〒（      -      ）                                                  

排出事業者 事業所名
ふ り が な

                                業種                     

（甲の事業所） 氏名
ふりがな

（法人にあっては代表者名）                                        印    

排出事業場 住所                                                                      

            ※建設現場など、現場ごとに排出事業場が変わる場合は、都度変更届の提出が必要です。 

（甲の事業場） 名称                                                                      

  住所 北海道恵庭市京町１番地 

処 理 業 者 名称 恵庭市 

（乙）  代表者 恵庭市長   原 田    裕   印 

【担当者連絡先】 

担当者   TEL（必須） FAX   

緊急連絡先   E-mail アドレス

文書郵送先 
排出事業者住所と同じ

送付先指定 〒（      -      ）  

【搬入業者】 
□ 自己搬入

搬入車両の情報 

車両ナンバー

※搬入は全長7 以下・車幅3 以下・車高 4 以下のすべてを満たす大きさの車両で行ってください。

上記を超える大きさの車両で搬入する場合は、別途協議を要し、搬入条件を設けることや、搬入をお断りすることがあります。 

※記載した「車両ナンバー」の車両とは異なる車両で搬入した場合、受入れすることができません。 

搬入車両に変更がある場合は、「産廃等委託契約書に関する変更届」の提出が必要です。 

□ 産業廃棄物収集運搬業許可業者 （許可業者の許可証の写しと車両の情報を添付する。） 

業 者 名 ：                                                               

□ 一般廃棄物収集運搬業許可業者 

業 者 名 ：                                                               

収入印紙
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【委託業務の内容】 

契約期間 令和     年     月     日  から  令和     年     月     日 まで 

支払方法
□ 現金納付        □ 収集業者払い（一括納付）        □ 口座引き落とし（一括納付）

□ 納入通知書払い（上記支払い方法で対応できない場合のみ）（一括納付） 

処理を委託する産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の種類、数量及び単価 

搬 入 先   種 類  年間予定量
単 価 / 10kg  

（ 税 抜 価 格 ）

焼却施設 

 産業廃棄物（可燃） 

廃プラスチック ｋｇ

400円/10kg 

(364 円/10kg)

紙くず ｋｇ

木くず ｋｇ

繊維くず ｋｇ

一般廃棄物（可燃） ｋｇ
217 円/10kg 

(198 円/10kg) 

ごみ処理場

 産業廃棄物（不燃） 

燃え殻※1 ｋｇ

509円/10kg 

(463 円/10kg)※2 

汚泥※1 ｋｇ

金属くず ｋｇ

ガラスくず、コンクリートくず、 

陶磁器のくず
ｋｇ

がれき類 ｋｇ

 産業廃棄物 

（焼却施設で受入でき

ないもの） 

廃プラスチック ｋｇ

紙くず ｋｇ

木くず ｋｇ

繊維くず ｋｇ

一般廃棄物（不燃） kg
343円/10kg 

（312 円/10kg） 

生ごみ・ 

し尿処理場
生ごみ ｋｇ

93円/10kg 

(85 円/10kg) 

リサイクル

センター 
資源物 ｋｇ

114 円/10kg 

(104 円/10kg) 

※1「燃え殻」「汚泥」は搬入前に事前協議等を要します。 

※2ごみ処理場に搬入された産業廃棄物には別途循環資源利用促進税（10 円/10 ㎏）がかかります。 

【産業廃棄物の処理について】（恵庭市に産業廃棄物の処理を委託する場合のみ記載） 

※本契約を締結していない場合は、市のごみ処理施設での産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の受入れ

はできません。

輸入廃棄物の有無 □ 無     □ 有（ ） 

適
正
処
理
に
必
要
な
情
報

ア．産業廃棄物の性状及び荷姿

に関する事項 

□ バラ 

□ フレコン 

□ 袋 

□ その他

（          ） 

エ．日本産業規格 C0950 号に

規定する含有マークが付さ

れたものである場合には、含

有マーク表示に関する事項 

□ 無 

□ 有 

イ．通常の保管状況下での腐

敗、揮発等産業廃棄物の性

状の変化に関する事項 

□ 無 

□ 有 

オ．石綿含有産業廃棄物、水銀

使用製品産業廃棄物又は水

銀含有ばいじん等が含まれ

る場合は、その旨 

□ 無 

□ 有 

ウ．他の廃棄物との混合等によ

り生ずる支障に関する事項 

□ 無 

□ 有 

カ．その他産業廃棄物を取り扱

う際に注意すべき事項 

□ 無 

□ 有 

（           ） 
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【処理施設】 

事業所の名称 恵庭市ごみ処理場 恵庭市焼却施設 

所在地 恵庭市盤尻255-2、506-1、256-1 恵庭市中島松461-1 

産業廃棄物の種類 
恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する

条例に定める産業廃棄物 

恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する

条例に定める産業廃棄物 

一般廃棄物の種類 不燃ごみ、可燃ごみ 可燃ごみ 

許可番号・通知番号 循環第 1524号、循環第1938号 循環第 1067号 

処分方法・処理方法 最終処分（管理型埋立） 連続運転式、ストーカ方式 

施設の処理能力 
埋立面積53,550㎡ 

埋立容積469,000  

56ｔ/日(24ｈ) 

2.333ｔ/時間 

許可都道府県 北海道 北海道 

許可の有効期限 なし なし 

許可条件 なし なし 

事業所の名称 恵庭市生ごみ・し尿処理場 恵庭市リサイクルセンター 

所在地 恵庭市中島松460-1 恵庭市島松沢131-8 

一般廃棄物の種類 生ごみ 資源物 

許可番号・通知番号 循環第40号 環廃第20-3 号 

処分方法・処理方法 中間処理 中間処理 

施設の処理能力 生ごみ 18ｔ/日 
びん類 11ｔ/日 

プラ5ｔ/日 

産業廃棄物及び事業系一般廃棄物処理委託契約約款 

（法の遵守） 

第１条 甲及び乙は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その

他関係法令を遵守するものとする。 

（処理施設） 

第２条 乙の産業廃棄物及び一般廃棄物に関する事業範囲、

処分又は処理の場所、方法及び処理能力等は【処理施設】

のとおりであり、許可事項に変更等があったときは、乙は

速やかにその旨を甲に書面をもって通知するものとする。 

 （委託内容） 

第３条 乙は、甲から処理を委託された産業廃棄物及び事業

系一般廃棄物を【委託業務の内容】に示す方法及び施設に

て適正に処理する。 

 （保管及び積替え） 

第４条 乙は、甲から処理を委託された産業廃棄物及び事業

系一般廃棄物の保管を行う場合は、法令に基づき、かつ、

【委託業務の内容】の契約期間内に確実に処理できる範囲

で行うものとする。 

 （搬入業者） 

第５条 処理施設へは【搬入業者】に記入した業者が行う。 

２ 産業廃棄物の収集及び運搬を産業廃棄物収集運搬業許

可業者に委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可証

の写し及び搬入車両の情報を添付する。 

３ 甲は、自ら搬入する場合は、搬入車両の情報をあらかじめ

乙に提供しなければならない。 

４ 【搬入業者】において記入した収集運搬業者又は甲が使用

する搬入車両の情報について変更があった場合は、甲は、

乙に対し速やかに書面をもってその変更内容の情報を提

供しなければならない。 

 （輸入廃棄物の有無） 

第６条 甲が、乙に処理を委託する産業廃棄物が輸入された

廃棄物である場合は、その旨を【産業廃棄物の処理につい

て】の輸入廃棄物の有無に記載する。 

 （適正処理に必要な情報の提供） 

第７条 甲は、産業廃棄物の処理を委託する場合は、その適

正処理のために必要な情報として、【産業廃棄物の処理に

ついて】の適正処理に必要な情報の欄に記載し、乙に通知

しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により記載した情報では不十分な場合

は、「廃棄物データシート」（平成２９年７月改訂）を参考に、

書面により必要な情報を提供しなければならない。 

３ 契約期間中に前２項の情報に変更があった場合の当該情

報の伝達方法及び甲の連絡先を【連絡先】に記入する。 

４ 甲は、処理を委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票

（以下「マニフェスト」という。）を交付する場合、記載事項を

正確に漏れなく記載するものとし、虚偽又は記載漏れがあ

る場合は、乙は当該廃棄物の引取りを一時停止し、マニフ

ェストの記載の修正を甲に求め、当該修正内容を確認の上、

当該廃棄物を引き取るものとする。 

５ 甲は、契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理

費用等の観点から、処理を委託する産業廃棄物及び事業

系一般廃棄物の性状に変更があった場合（乙の業務及び

処理方法に支障を生ずるおそれがある場合であって、製造

工程又は産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の発生工程の
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変更による性状の変更、腐敗等の変化、混入物の発生等の

場合をいう。）は、乙に対し速やかに書面をもってその変更

の内容及び程度の情報を通知する。この場合において、甲

は、通知する情報の範囲について、あらかじめ乙と協議の

上、定めるものとする。 

 （甲乙の責任範囲） 

第８条 甲は、処理を委託する産業廃棄物及び事業系一般廃

棄物の中に、処理に支障を生じさせるおそれのある物質

が混入しないように注意する。 

２ 前項の物質が混入した旨を乙に通知せずに、当該混入に

より乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがあ

る場合は、乙は当該廃棄物の引取りを拒むことができる。

この場合において、甲は、委託手数料の支払義務を免れず、

他に損害が生じたときは、その賠償の責を負うものとする。 

３ 乙は、甲から処理を委託された産業廃棄物及び事業系一

般廃棄物を、処理の完了まで、法令に基づき適正に処理す

る責任を負う。この場合において、この間に発生した事故

については、その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙

が責任を負う。 

４ 乙は、甲から委託された産業廃棄物及び事業系一般廃棄

物の処理が終了したときは、直ちに業務終了報告書を作

成し、甲に提出する。ただし、当該業務終了報告書は、納入

通知書兼請求書又は交付のあった場合においてはマニフ

ェスト（排出業者送付用）をもって代えることができる。 

 （再委託の禁止） 

第９条  乙は、甲から委託された産業廃棄物及び事業系一般

廃棄物の処理を第三者に委託してはならない。ただし、甲

の書面による承諾を得て法令に定める再委託の基準に従

う場合は、この限りでない。 

 （義務の譲渡等） 

第１０条  乙は、この契約上の義務を第三者に譲渡又は承継

させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場

合は、この限りでない。 

 （業務の一時停止） 

第１１条 乙は、甲から委託された産業廃棄物及び事業系一

般廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、

業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び甲に

おける影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により

通知する。この場合において、甲は、その間において新た

な処理の委託は行わないものとする。 

２ 甲は、乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状

を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。 

 （手数料、消費税、支払等） 

第１２条 甲の委託する産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の

処分手数料は、【委託業務の内容】で定める単価×数量（重

量）に基づき算出する。この場合において、処理した量が１

０㎏未満のときは、１０㎏とみなして計算する。 

２ 甲の委託する産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理

業務についての消費税等（小数点以下は切り捨てるものと

する。）は、甲が負担する。 

３ 甲は、乙からの委託手数料の請求に対し、現金払を原則

とする。ただし、継続して産業廃棄物及び事業系一般廃棄

物の搬入をする場合は、要綱第６条に規定する手続をした

上で口座振替による一括納付をすることができる。 

４ 甲の委託する産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理

に関する手数料の請求先は、【搬入業者】において自己搬

入を選択しているときは甲へ直接請求するものとし、【搬

入業者】において自己搬入以外を選択しているときは当該

収集運搬業者へ請求するものとする。ただし、あらかじめ、

書面により乙の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （内容の変更） 

第１３条 甲又は乙は、必要に応じて委託業務の内容を変更

することができる。この場合において、甲は、要綱第４条第

４項に規定する事項に変更があったときは、同項の廃棄物

の搬入など産廃等委託契約書に関する変更届により乙に

届け出なければならない。ただし、当該事項以外の変更に

あっては、甲乙協議の上、必要に応じて書面によりこれを

定めるものとする。 

 （機密保持） 

第１４条 甲及び乙は、相手方がこの契約に関連して、業務上

知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。た

だし、当該機密を公表する必要が生じた場合は、相手方の

書面による承諾を得なければならない。 

 （契約の解除） 

第１５条 甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれ

かに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契

約を解除することができる。 

２ 乙は、相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規定する

暴力団等の反社会的勢力である場合又は当該勢力と密接

な関係がある場合には、催告することなく、この契約を解

除することができる。 

３ 甲又は乙は、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた

産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理が未だに完了し

ていないものがあるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 乙の義務違反により甲が解除した場合 乙は解除さ

れた後もこの契約に基づく乙の業務を遂行する責任は

免れないことを承知し、未処理の産業廃棄物及び事業

系一般廃棄物についての処理の業務を自ら実行し、又

は甲の承諾を得た上で許可を有する別の業者に自己の

費用をもって行わせなければならない。 

(2) 甲の義務違反により乙が解除した場合 乙は甲に対

し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するととも

に、乙のもとにある未処理の産業廃棄物及び事業系一

般廃棄物を、甲の費用をもって引き取ることを要求し、

又は乙の費用負担をもって甲に運搬した上、甲に対し

当該運搬の費用を請求することができる。 

（協議） 

第１６条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項

に関する疑義が生じたときは、関係法令に従いその都度

甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。 

 （契約期間） 

第１７条 この契約期間は、【委託業務の内容】の契約期間の

欄にあるとおりとする。 


